
平成２７年４月３０日更新

Ⅰ．職員の任免及び職員数に関する状況Ⅰ．職員の任免及び職員数に関する状況Ⅰ．職員の任免及び職員数に関する状況Ⅰ．職員の任免及び職員数に関する状況 変更があればその都度改訂します。

人

人

人

人

Ⅱ．職員の給与の状況Ⅱ．職員の給与の状況Ⅱ．職員の給与の状況Ⅱ．職員の給与の状況
１　総括１　総括１　総括１　総括

(1)人件費の状況（普通会計決算）(1)人件費の状況（普通会計決算）(1)人件費の状況（普通会計決算）(1)人件費の状況（普通会計決算）

(2)職員給与費の状況（普通会計決算）(2)職員給与費の状況（普通会計決算）(2)職員給与費の状況（普通会計決算）(2)職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、２６年４月１日現在の人数である(教育長は含まない）。

      ３　職員数は特別会計等９８人を除いた数である。

(3) ラスパイレス指数の状況(3) ラスパイレス指数の状況(3) ラスパイレス指数の状況(3) ラスパイレス指数の状況

    （注）１  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、

　　　　　　国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）

　　　　　　適用職員の俸給月額を１００として計算した指数である。

　　　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を

　　　　　　単純平均したものである。

　　　　　３　平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与

　　　　　　減額措置がないとした場合の値である。

区　　分

1,782,89159,069 27,362,633

　　　　　千円 　　　　　千円

（参考）

人　

24年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

人 件 費 率実質収支 人 件 費

　　　　　　Ｂ 　　　　　Ｂ／Ａ　　　

5,225,754

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

25年度

　　　　　　Ａ

3,461,440

　　計　　Ｂ

千円

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（25年度末）

給　 料

569

19.6

　　　　　千円

852,3792,193,870 415,191

24

28

平成２６年４月１日採用者数

667

人 千円

期末・勤勉手当 給与費 B/A

千円

（参考）類似団体平均

一人当たり給与費

千円

5,815

　　　　　　％

19.1

職員数

25年度 　　　　　　　千円

区　　分 歳 出 額

宇佐市人事行政の運営等の状況についてお知らせします。（平成26年度公表）

平成２５年４月１日現在職員数

平成２５年度退職者数

地方公務員法及び宇佐市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、宇佐市人事行政の運営等の状況について公表します。

6,083

一人当たり

職員手当

平成２６年４月１日現在職員数 663

千円

H23.4.1

100.8 H23.4.1

97.7 

H23.4.1

98.8 

H24.4.1

100.2 H24.4.1

97.9 

H24.4.1

98.8 

H25.4.1

99.9 H25.4.1

97.8 

H25.4.1

98.5 

H26.4.1

99.1 
H26.4.1

97.9 

H26.4.1

98.6 

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

宇佐市 類似団体平均 全国市平均
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(4)給与改定の状況(4)給与改定の状況(4)給与改定の状況(4)給与改定の状況

①月例給

　　　　　　　

②特別給

　　　　　　　

(5)給与制度の総合的見直しの実施状況について(5)給与制度の総合的見直しの実施状況について(5)給与制度の総合的見直しの実施状況について(5)給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

　[　実施　　未実施　]

　・実施内容
　　（給料表の改定実施時期）：平成２７年４月１日
　　（内容）
　　　一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均2.3％引下げ。
　　　若年層については、見直しなし。高齢層については、最も高い見直しで4.7％の引下げ。
　　　激変緩和のため、５年間（平成３２年３月３１日まで）経過措置（現給保障）を実施。

②地域手当の見直し

　・地域手当は支給しておりません。

③その他の見直し内容

　・管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施（平成２７年４月１日実施）。

(6) 特記事項(6) 特記事項(6) 特記事項(6) 特記事項

給料の削減等

◎全職員の給料をH18/4/1より一律5%削減、H22/4/1～H23/3/31は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝4%、3～6級＝5%、7級以上＝6%)

H23/4/1～H26/3/31は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝3%、3～6級＝4%、7級以上＝5%)

ただし、給料表の技能労務職（二）適用者は除く）、一人平均約4%の削減

◎管理職手当をH18/1/1より削減 部長級～(支給率）給料の12%→H18/1/1から9%→H20/4/1から8%　　

課長級～(支給率）給料の8%→H18/1/1から6%→H20/4/1から5.5%　　

　　＊H22/4/1より、ｶｯﾄ後の中位層の額を参考に定額化している（課長級＝31,500円　部長級＝43,400円）

◎職員の昇給をH20/1/1より1年間停止（若年層及び給料表の二表適用者除く）

◎新給料表への号給の切替え（H18/4/1）に伴う経過措置としての現給保障について、差額相当額の30％削減（削減の上限は5,000円）

国　の　年　間

－－

年間支給月数勧　告

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパ
イレス比較した平均給与月額である。

－ － －

（改定率）

区　　分
人事委員会の勧告（宇佐市には人事委員会はありません。）

（改定月数）A-B

区　　分

支　給　月　数
4.10月

（参考）

25年度
割合　　　　　　A 支給月数　　　B

月 月 月
－ － －

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の
支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

B A-B

民間の支給 公務員の 較差

月 月

25年度 円
－ －

%円 円

（参考）
国　の　改　定　率給　与　改　定　率

人事委員会の勧告（宇佐市には人事委員会はありません。）

A
%

民間給与 公務員給与 較差 勧　告
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況２　職員の平均給与月額、初任給等の状況２　職員の平均給与月額、初任給等の状況２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２６年４月１日現在）(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２６年４月１日現在）(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２６年４月１日現在）(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２６年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

歳 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成２６年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの　　　　　 

　　　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。　

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等　　　

　　　　の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

　　　　

(2)職員の初任給の状況（２６年４月１日現在）(2)職員の初任給の状況（２６年４月１日現在）(2)職員の初任給の状況（２６年４月１日現在）(2)職員の初任給の状況（２６年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

(3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２６年４月１日現在）(3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２６年４月１日現在）(3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２６年４月１日現在）(3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２６年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

357,265

一般行政職

国

類似団体 322,632 389,653

宇佐市

区　　分

42.6

中　学　卒

高　校　卒技能労務職

高　校　卒

398,557 373,661

285,620

-

-

―

う ち そ の 他

大　学　卒

―

287,992 ―

類似団体 336,838

326,611

272,364

民間事業者平均

305,900

-

技能労務職

171,648

138,720

352,255316,350

371,296 371,296

平均給与月額平均給与月額

う ち 学 校 給 食

326,665

平 均 年 齢 平均給料月額

356,537

中　学　卒

144,500

45.8

47.3 262,500

44.2 353,100

337,260大分県

178,800

-

区　　分 平均給与月額

大分県

49.7

51.8

365,80643.3 420,846

平均年齢 平均給料月額

335,000 408,472

43.0 332,500宇佐市

経験年数２５年

371,640

355,585

355,585

-

平均給与月額

（国ベース）

356,425

大分県区　　　　　分 宇佐市

高　校　卒

区　　　         分

高　校　卒

大　学　卒

（国ベース）

319,760

138,720

一般行政職

140,100

378,533

国 43.5 ―

国 50.1

172,200

140,100

経験年数３０年

379,195

373,920

373,920

-

経験年数１０年

245,290

209,285

209,285

-

経験年数２０年

351,785

302,480

302,480

-
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３　一般行政職の級別職員数等の状況３　一般行政職の級別職員数等の状況３　一般行政職の級別職員数等の状況３　一般行政職の級別職員数等の状況

(1)一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２６年４月１日現在）(1)一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２６年４月１日現在）(1)一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２６年４月１日現在）(1)一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２６年４月１日現在）

（注）１　宇佐市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（注）　　平成18年より9級制から8級制へ変更している。

(2)昇給への勤務成績の反映状況(2)昇給への勤務成績の反映状況(2)昇給への勤務成績の反映状況(2)昇給への勤務成績の反映状況

　

課長

６　　級

２　　級

30.7

７　　級
7.3

％

人

2.3
部長

人

人

昇給への勤務成績は反映していない。（休職処分等を受けた者を除く。）

主任

34

134

％

％

14.9

10

％

１　　級
22

主幹・副主幹
％

％

7.8

8.7

％

24.1

38

人

65
３　　級

４　　級 主査

課長補佐・主幹

32

５　　級

８　　級

人

4.1

％
主事・技師

478,200

区　　分 標準的な職務内容

354,700

円

388,300

円

400,600

円

422,600

円

456,200

職員数 構成比
１号給の

給料月額

円

135,600

円

185,800

円

222,900

円

261,900

366,200

円

413,000

最高号給の

給料月額

円

243,700

円

307,800

円

円

人

円

289,200

円

320,600

円

主事・技師

人

105

人

１級

4.1%

１級

5.0%
１級

1.5%

２級

8.7%

２級

8.3%
２級

10.0%

３級

14.9%

３級

14.3%

３級

16.6%

４級

7.8%

４級

8.5%

４級

8.9%

５級

30.7%

５級

30.0%
５級

9.4%

６級

24.1%

６級

25.7% ６級

42.9%

７級

7.3%

７級

6.4%
７級

8.5%

８級, 2.3% ８級, 1.8% ８級, 2.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成26年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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４　職員の手当の状況４　職員の手当の状況４　職員の手当の状況４　職員の手当の状況

(1)期末手当・勤勉手当(1)期末手当・勤勉手当(1)期末手当・勤勉手当(1)期末手当・勤勉手当

千円 千円

（２５年度支給割合） （２５年度支給割合） （２５年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）【参考】勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）【参考】勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）【参考】勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

　

(2)退職手当（２６年４月１日現在）(2)退職手当（２６年４月１日現在）(2)退職手当（２６年４月１日現在）(2)退職手当（２６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　　　　　

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～２０％加算） （２％～２０％加算）

平均支給額 千円 千円

（注）　退職手当の1人当たり平均支給額は、25年度に退職した職員に支給された平均額である。

(3)地域手当（２６年４月１日現在）(3)地域手当（２６年４月１日現在）(3)地域手当（２６年４月１日現在）(3)地域手当（２６年４月１日現在）
・地域手当は支給しておりません。

(4)特殊勤務手当（２６年４月１日現在）(4)特殊勤務手当（２６年４月１日現在）(4)特殊勤務手当（２６年４月１日現在）(4)特殊勤務手当（２６年４月１日現在）

千円

　円

　％

国

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　5～20％
・管理職加算　10%

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　5～20％
・管理職加算　10～25％

税務賦課徴収手当

成績率は一律に決定しています。

52.44 52.4452.44

宇　　　　　　　　　佐　　　　　　　　　　　市

36.57

52.44

自己都合

1.35

1.45

感染症防疫作業手当

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　5～15％

国

1.35

21.62

0.65

1,6081,486

１人当たり平均支給額（２５年度）

1.45

52.44

2.60

自己都合 勧奨・定年

52.44

21.62

43.70

消防勤務手当

野犬狩り手当

妙見荘勤務手当

１人当たり平均支給額（２５年度）

2.60

宇佐市

2.60

1.45

27.025

30.82

勧奨・定年

犬猫処理手当

30.82

5,290

福祉事務所現業手当

0.65

―

大分県

0.65

1.35

左記職員に対する支給単価

支給実績（２５年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（２５年度）

3,005

30,979

17.0

税務課職員

福祉課保護係職員

-

ケースワーカーとして

行旅病人の収容作業
行旅死人の収容作業

犬猫の死体処理

行旅病死人作業手当

1,625

2,003

43.70

27.025

36.57

24,720

生活環境課職員

妙見荘看護師・介護員

消防職員（日勤者除く）

市税徴収

感染症防疫作業

支給実績
（２５年度決算）

414

-

42

-野犬狩りに従事

夜間勤務
死体取扱い

消防業務
救急業務

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

徴収金額の
　1,000分の2（現年分）
　1,000分の5（過年分）

1日　500円

1日　200円

1件　1,000円
1件　3,000円

1件　300円

1日　700円

1夜　2,000円
1件　3,000円

１当務　200円
１当務　300円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

620

5



(5)時間外勤務手当(5)時間外勤務手当(5)時間外勤務手当(5)時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の

　　　総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）である。

(6)その他の手当（２６年４月１日現在）(6)その他の手当（２６年４月１日現在）(6)その他の手当（２６年４月１日現在）(6)その他の手当（２６年４月１日現在）
支給職員１人当たり

円

円

円

円

円

管理又は監督の地位に
ある職員
・課長等31,500円
・部長等43,400円

平均支給年額

49,347住居手当

・自ら居住するために住
宅を借り受け月額12,000
円を超える家賃を支払っ
ているもの　11,000円～
27,000円
・その所有に係る住宅に
居住している職員で世帯
主であるもの　3,500円
（新築から6年間は2,000
円加算）

同じ

千円管理職手当

扶養手当

・配偶者14,000円
･配偶者以外7,000円

ただし配遇者がない場合
の扶養親族１人目12,000
円

特定期間の加算5,500円

との異同

支給実績

166,130

292

（２５年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算）

国の制度

異なる内容

（２５年度決算）

手　当　名

23,131

26,118

支給単価

143,757

国の制度と

264,645千円

131,592

130,285

千円

支給実績（２４年度決算）

内容及び支給単価

253職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算）

支給実績（２５年度決算）

異なる

異なる

休日勤務手当
・1時間当たりの給与額に
100分の125から100分の
150

距離区分
及び単価

所有に係る
住宅につい
ての対象
者・支給
額・支給年
数

異なる

支給単価 84,157

通勤手当

交通機関利用者限度額
　　55,000円
片道2㎞以上から14区分
　7,500円から24,000円

千円63,579

362,750

異なる

千円

578,275
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５　特別職の報酬等の状況（２６年４月１日現在）５　特別職の報酬等の状況（２６年４月１日現在）５　特別職の報酬等の状況（２６年４月１日現在）５　特別職の報酬等の状況（２６年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給料月額×在職月数×100分の50 期毎

給料月額×在職月数×100分の40×1/2 期毎

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         

     ２　退職手当の「１期の手当額」は、給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     

           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

(参考）教育長

504,000円（560,000円） 期末手当 （25年度支給割合）　2.90月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給料月額×在職月数×100分の20 期毎

市 長

副 市 長

備　　　　考

期
末
手
当

議 長

副 議 長

副 議 長

375,000

　　（25年度支給割合）

副 市 長

退職
手当

市 長

810,000

給 料 月 額 等

議 長 415,000

給料

副 市 長

退
職
手
当

議 員

2.90

議 員

報

酬

5,376,000

310,000

355,000

（参考）類似団体における最高／最低額

375,000

1,000,000

585,000

222,000

729,000
給

料

19,440,000

　　（25年度支給割合）

2.90

620,000

698,000

650,000

6,240,000

560,000

440,000市 長

区 分

830,000

245,000

7



６　職員数の状況６　職員数の状況６　職員数の状況６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由（1)部門別職員数の状況と主な増減理由（1)部門別職員数の状況と主な増減理由（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

＜参考＞

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

＜参考＞

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

＜参考＞

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である（教育長は含まない）。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

73

土木

-2

71

小　計

小　計

567

98

91

663

21

-2

合　　計

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

その他

下水道

水道

[       883       ］

-2

2

0

0

63

68

1

-3

議会

407

税務

総務

一
般
行
政
部
門

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

57

405

14

衛生

商工

96

54

平成２５年

対前年
増減数

0

民生普
通
会
計
部
門

教育部門

61

14

-2

農水

60

21

569

68.56

53.52

95.99

管理課及び学校教育課事務量増による増員

退職者不補充による減員89

06262

計

6

019

35

55

19

68

職 員 数

5 -1

104

主な増減理由

退職者不補充による減員

0

都市計画・高速道対策課事務量増による増員

1

-2

退職者不補充による減員

総務課係新設による増員

35

103

消防部門

平成２６年

退職者不補充による減員

112.24[    0      ］[       883       ］

71.79

-4667
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(2)年齢別職員構成の状況（２６年４月１日現在）(2)年齢別職員構成の状況（２６年４月１日現在）(2)年齢別職員構成の状況（２６年４月１日現在）(2)年齢別職員構成の状況（２６年４月１日現在）

(3)職員数の推移(3)職員数の推移(3)職員数の推移(3)職員数の推移
（単位：人・％）

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。（教育長を含む）

-12.7%

２４年

72 74

-6.1%

91

-10.8%

-2.2%

668670

-14

２３年

579

91

593

２２年

75

101

569

427

100

一般行政 431

教育

過去5年間
の増減数（率）

419

59歳

人人人

-6.0%-26

693

人 人

24歳

消防

83

　　　　　　　　　年　度

部　門　別

715

91 89

110 97

44歳

～～

40歳
～～～

20歳

未満

2 48

23歳

48歳

91

20歳

人

-7.1%

55歳

計

人

36歳

405

27歳 31歳

区　分

２６年２５年

405

82

人

公営企業等会計計

総合計

２１年

普通会計計 605

6055

人人

52

-9

-37

-289

568

96

-51

570

664

98

78

～

43歳 51歳

663

56歳

71

28歳

～ ～ ～ ～

52歳

8174

人

407

47歳

職員数

676

10526

人

39歳

73

32歳

35歳

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

20歳未満 20-23歳 24-27歳 28-31歳 32-35歳 36-39歳 40-43歳 44-47歳 48-51歳 52-55歳 56-59歳

構成比
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７　公営企業職員の状況７　公営企業職員の状況７　公営企業職員の状況７　公営企業職員の状況

(1)水道事業(1)水道事業(1)水道事業(1)水道事業

① 職員給与費の状況① 職員給与費の状況① 職員給与費の状況① 職員給与費の状況

  　ア　決算

職員給与費 　（参考）

（注）　　資本勘定支弁職員に係る職員給与費　9,045　千円を含まない。

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、２６年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

給料の削減等

◎全職員の給料をH18/4/1より一律5%削減、H22/4/1～H23/3/31は級別にｶｯﾄ率を設定し（1～2級＝4%、3～6級＝5%、7級以上＝6%)

H23/4/1～H26/3/31は級別にｶｯﾄ率を設定し（1～2級＝3%、3～6級＝4%、7級以上＝5%)

ただし、給料表の技能労務職（二）適用者は除く）、一人平均約4%の削減

◎管理職手当をH18/1/1より削減 課長級～(支給率）給料の8%→H18/1/1から6%→H20/4/1から5.5%　

　　＊H22/4/1より、ｶｯﾄ後の中位層の額を参考に定額化している（課長級＝31,500円　部長級＝43,400円）

◎職員の昇給をH20/1/1より1年間停止（若年層及び給料表の二表適用者除く）

◎新給料表への号給の切替え（H18/4/1）に伴う経過措置としての現給保障について、差額相当額の30％削減（削減の上限は5,000円）

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２６年４月１日現在）② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２６年４月１日現在）② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２６年４月１日現在）② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２６年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等全ての手当てを含む。  

③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（24年度支給割合） （24年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

イ　退職手当（２６年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

平均支給額 千円 千円 平均支給額 千円 千円

（注）　退職手当の1人当たり平均支給額は、25年度に退職した職員に支給された平均額である。

0

52.44

宇　佐　市（　水　道　事　業　）

1.35

24,720

△25,074

　　　　　　区　　分 基本給

　質収支

％

１人当たり平均支給額（25年度）

1,486

509,358

宇 佐 市
（ 水 道 事 業 ）

1.35

52.44

2.60

36.57036.570

43.70 52.44

30.82

27.0250

総費用

　　　　　千円

79,106

宇　佐　市　（　一　般　行　政　職　）

342,822

千円

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

職員手当

千円　

14.4

1,435

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　5～15％

45.0

41.2 303,427

（支給率）　　　　　　　　自己都合　　勧奨・定年

21.62 27.0250

52.44

21.62

0

52.44

人

平均月収額

470,764

総費用に占める

平　均　年　齢

１人当たり平均支給額（25年度）

2.60

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　5～15％

41,780

　　　　　　Ｂ／Ａ

純損益又は実

6,03866,418

（支給率）　　　　　　　　自己都合　     勧奨・定年

30.82

11

　　計　　Ｂ

千円

期末・勤勉手当

8,855

25年度

25年度

区　　分

給与費　B/A

一人当たり

千円

5,290

52.44

14.3

％千円　

める職員給与費比率

宇　佐　市　（　水　道　事　業　）

宇　佐　市　（　一　般　行　政　職　）

6,123

（参考）類似団体平均

一人当たり給与費

千円

24年度の総費用に占

区　　分

千円

職員給与費比率

548,446

　　　　千円

15,783

43.70

団 体 平 均

職員数

　　　　　　Ａ 給　 料

Ａ  Ｂ　
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ウ　地域手当（２６年４月１日現在）

・地域手当は支給しておりません。

エ　特殊勤務手当（２６年４月１日現在）
千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の

　　　総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）である。

カ　その他の手当（２６年４月１日現在）

支給職員１人当たり

円

円

円

円

円

職員全体に占める手当支給職員の割合（２５年度）

0

所有に係る
住宅につい
ての対象
者・支給
額・支給年
数

住居手当

247,000異なる

111,667

異なる内容 （２５年度決算）

支給単価

支給職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算）

支給実績（２５年度決算）

0

平均支給年額

千円741

千円670

4,734

異なる

国の制度

0.0

国の制度と

（２５年度決算）

279

との異同

職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算）

・配偶者14,000円
･配偶者以外7,000円

ただし配遇者がない場合
の扶養親族１人目12,000
円

特定期間の加算5,500円

・自ら居住するために住
宅を借り受け月額12,000
円を超える家賃を支払っ
ているもの　11,000円～
27,000円
・その所有に係る住宅に
居住している職員で世帯
主であるもの　3,500円
（新築から6年間は2,000
円加算）

手当の種類（手当数） なし

430

支給実績

支給実績（２４年度決算） 3,073

扶養手当

内容及び支給単価手　当　名

支給実績（２５年度決算）

管理又は監督の地位に
ある職員
・課長等31,500円
・部長等43,400円

交通機関利用者限度額
　　55,000円
片道2㎞以上から14区分
　7,500円から24,000円

異なる 支給単価

休日勤務手当
・1時間当たりの給与額に
100分の125から100分の
150

同 0

443

1,850 千円

千円

距離区分
及び単価

通勤手当 異なる

管理職手当

職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算）

0

千円 443,000

168,182
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Ⅲ．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況Ⅲ．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況Ⅲ．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況Ⅲ．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
ア　勤務時間

職種や勤務場所により異なります。

イ　休日、休暇等の状況

Ⅳ．職員の分限及び懲戒処分の状況Ⅳ．職員の分限及び懲戒処分の状況Ⅳ．職員の分限及び懲戒処分の状況Ⅳ．職員の分限及び懲戒処分の状況
ア　分限処分

イ　懲戒処分

Ⅴ．職員の服務の状況Ⅴ．職員の服務の状況Ⅴ．職員の服務の状況Ⅴ．職員の服務の状況

Ⅵ．職員の研修及び勤務成績の評定の状況Ⅵ．職員の研修及び勤務成績の評定の状況Ⅵ．職員の研修及び勤務成績の評定の状況Ⅵ．職員の研修及び勤務成績の評定の状況

合計 2

減給

病気休暇 １８０日以内

特別休暇
主なものとして、産前産後休暇、子の看護のための休暇、忌引休暇、夏季休暇、生理
休暇等

介護休暇
２週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護のための休暇で、連続
する６ヶ月の期間内において必要と認められる期間（無給）

種類 概要

年次有給休暇

休職 3 心身の故障の場合

組合休暇

一の年に２０日
２０日を超えない範囲内で翌年に繰り越せる

宇佐市職員服務規程による
宇佐市職員倫理規程による

研修の状況

・市役所内での、新規採用職員研修、庶務・接遇研修、人権学習会等
・大分県市町村職員研修センター主催の研修に参加
・全国市町村国際研修所主催の研修に参加
・市町村職員中央研修所主催の研修に参加
・各部内での業務研修等
・自治大学校への派遣

免職

0

降給 0

失職 0

免職 0

停職 0

合計 3

種類 件数 処分事由

戒告 2
法令に違反した場合
職務上の義務に違反又は職務を怠った場合

職員団体の業務又は活動に従事する場合（無給）

種類 件数 処分事由

降任 0

0

本庁の場合 ８時３０分から１７時 ４５分

勤務場所 勤務時間帯 休憩時間
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Ⅶ．職員の福利及び利益の保護の状況Ⅶ．職員の福利及び利益の保護の状況Ⅶ．職員の福利及び利益の保護の状況Ⅶ．職員の福利及び利益の保護の状況
ア　健康管理事業の状況

イ　公務災害等の発生状況

ウ　職員互助会の状況

Ⅷ．公平委員会の報告Ⅷ．公平委員会の報告Ⅷ．公平委員会の報告Ⅷ．公平委員会の報告

公務災害 通勤災害

項目

内容

平成25年度 5 5 0

認定件数

件数

0

0

0

項目

　勤務条件に関する措置の要求

　不利益処分に関する不服申立て

　その他

受診者数（人） 内容

頸肩腕健康診断 44 給食調理員

ＶＤＴ検査 16 電算事務に長時間従事する職員

予防接種 7 保健師、看護師等

定期健康診断 666 生活習慣病検診、一般健診、人間ドッグ、脳ドック等

名称

内容

事業

慶弔給付、教育文化・体育に関する事業宇佐市職員共済会
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